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ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーンを展開します 
～６月１日から、職場の熱中症対策に関する改正労働安全衛生規則が施行されます～ 

 
令和６年の長野県内の職場における熱中症による休業４日以上の死傷者数は、13人となり前

年に比べ３人の減少となったものの、過去には職場での熱中症による死亡者が発生しています。 

 長野労働局（局長 三浦 栄一郎）では、「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」（実施

期間５月～９月、重点取組期間７～８月）を展開するにあたり、本年６月１日施行の職場にお

ける熱中症対策に関する改正労働安全衛生規則の実施事項と併せて、より一層取組を強化しま

す。 

【長野労働局における熱中症予防対策の主な取組事項】 

【熱中症対策に関する改正労働安全衛生規則※】 

 

【添付資料】 

別添１ 長野県内における熱中症による労働災害発生状況 

別添２ 「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット 

別添３ 「職場における熱中症対策の強化について」（改正労働安全衛生規則リーフレット） 

別添４ 「熱中症予防対策セミナー」リーフレット 

別添５ （参考）WBGT（暑さ指数）計の例 

 

１ 熱中症予防のための具体的な対策等に関する「熱中症予防対策セミナー」を令和７年５

月12日（月）に開催します。 

２ 長野労働局ホームページに熱中症予防対策特設サイトを開設し、広く情報提供を行いま

す。 

３  長野駅前ペデストリアンデッキへ横断幕を掲出し、広く周知啓発を行います。 

４ 県下各労働基準監督署において、熱中症対策に関する改正労働安全衛生規則等の周知指導や広

報活動等を実施します。 

「WBGT（暑さ指数）28度以上又は気温31度以上の環境下で連続１時間以上又は１日４時間を

超えて実施」が見込まれる作業において、熱中症に関する以下事項が事業者に義務付けられ

ます。 

１体制整備 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた

者」がその旨を報告するための体制整備を行うこと。 

２手順作成 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等のほか、作業離

脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な

措置の実施手順を作成すること。 

３関係者への周知 上記において策定した体制及び手順を関係作業者へ周知すること。 
 

 

長野労働局発表７－３ 

令和７年４月 28 日 

【照会先】 

長野労働局労働基準部 

健康安全課長    矢島 一男 

 地方労働衛生専門官   牧野 宗一 

TEL：０２６-２２３-０５５４  

～安心して働ける信州のために～ 



※ 労働安全衛生規則第 612 条の２（令和７年６月１日施行） 
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行

うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に

従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその

旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければな

らない。 

 ２ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行

うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の

診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及

びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に

関する手順を周知させなければならない。 

 

 

 

【参考】 

長野労働局ホームページ 

熱中症予防対策特設サイト 

 

 



別添１

■　熱中症による労働災害発生状況の推移（休業４日以上、単位：人）

■　熱中症の業種別・年別発生状況（休業4日以上、単位：人）

業種 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 合計

製造業 2 1 （1）　3 1 3 2 1 2 2 (1)17

建設業 5 （1）　2 2 5 5 1 1 3 5 3 (1)32

道路貨物運送業 1 1 1 2 2 2 1 1 11

林業 1 1

商業 1 2 (1)2 1 1 （1）2 4 (1)13

飲食店 1 1

ビルメンテナンス業 1 1 1 1 1 1 6

警備業 2 1 5 （1）1 1 1 1 3 (1)15

その他 1 1 1 5 6 4 4 3 (1)3 3 (1)31

合計 8 （1）　9 4 （1）　5 7 2 （1）19 （1）13 10 9 （1）12 （1）16 13 (6)127

■　熱中症の月別発生状況（平成24年～令和６年）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計

熱中症（人） 1 5 12 （2）50 （4）48 9 1 1 （6）127

■　熱中症の時間帯別発生状況（平成24年～令和６年）

時間帯 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時以降 合計

熱中症（人） 3 2 10 18 （1）13 （1）7 （2）19 18 13 （1）12 6 (1)6 （6）127

長野県内における熱中症による労働災害発生状況

※　（　　）内は死亡者数で内数

長野労働局　

※　（　　）内は死亡者数で内数

※　（　　）内は死亡者数で内数

※　（　　）内は死亡者数で内数
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別添１

■　熱中症による死亡災害事例

発生年・業種

平成25年
建設業

平成27年
製造業

平成30年
商業

令和元年
警備業

令和４年
商業

令和５年
農業

■　熱中症による死亡災害事例（参考：長野県内への出張中の労働者にかかるもの）

発生年・業種

令和３年
商業

■　熱中症による主な休業災害事例（平成24年～令和６年）

業種

製造業

製造業

製造業

建設業

建設業

建設業

道路貨物運送業

道路貨物運送業

林業

教育研究業

保健衛生業

保健衛生業
（派遣業）

接客娯楽業
（公園・遊園地）

ビルメンテナンス業

警備業

警備業

　ホテルの客室清掃作業中、水分補給が不足していたため、ホテルフロア内にて具合が悪くなり自力で歩けなくなっ
たことから、救急車により病院へ搬送された。

　製造ラインで部品を取り付ける作業を屈んで行っていたところ、座り込み、そのまま倒れた。
　意識を失い、けいれんが発生していたため救急車で搬送された。

  製造ライン（めっき槽）のメンテナンス作業中、合羽、マスクを装着し作業を行っていたところ、手指の痙攣が発生し、
病院を受診した。

　個人住宅の現場において、基礎周りを70cm程度手掘りで掘削していたところ、めまいや吐き気が出て、仕事が出来
なくなった。

　建築工事現場において、型枠組立て作業に従事し、休憩の際、水分を摂取しようとしたが嘔吐し、手足のしびれが
発生、その後、全身の痙攣が始まったため、救急車で病院へ搬送された。

　住宅基礎工事現場において、コンクリート圧送作業に従事していたところ、手足のしびれとめまいのため、動けなく
なり、救急車で病院へ搬送された。

　炎天下でグラウンドの散水作業中、長時間の作業後、頭痛を訴え、嘔吐した。

発生状況の概要

　墓地のリフォーム作業中（玉砂利部分を石貼りに変更する工事）、石貼り作業に従事していた被災者が石柵（高さ５
２ｃｍ）にもたれ込んでいることを工事担当者が発見し、消防署へ通報、救急搬送されたが死亡したもの。

 食品残渣等廃棄物から有機肥料を製造する事業場において、廃棄物の入ったフレコンバックを車両積載形トラックク
レーンの荷台から下ろす作業を行っていた被災者が意識を失い倒れた。

　真夏の屋外で露店を営業するため、午前中から調理器具の準備や仕込等の作業を行い、また、同所において、夕
方からの営業で接客等の作業を行い熱中症を発症した。

　朝方から水田脇の畦道の草刈り作業をしていたところ、作業現場で倒れているところを、通りがかった付近の住民
が発見し、救急搬送されたが死亡したもの。

発生状況の概要

　 屋根上に設置された太陽光パネルの点検清掃作業等を行っていた被災者が倒れているところを発見され、病院へ
搬送されたが死亡したもの。

発生状況の概要

　エアコンが稼働している工場内において、電気配線の組立作業を行っていたが、室温が30度ほどになり、午後３時
ころから頭痛、吐き気の症状が発生し、終業後も体調が戻らないため、病院を受診した。

（令和７年３月）

　警備業務中、他の従業員から様子がおかしいとの連絡が入り、当人へ連絡したところ、呂律が回らず、休憩を取ら
せたが、回復がなかったため、救急車で病院に搬送された。

　交通誘導業務を行っていたところ、頭痛を発症したが我慢して業務を継続。帰宅後に頭痛が悪化し、嘔吐と下痢を
発症して動けなくなったため、病院を受診した。

　構内で仕分け作業中、体調が悪くなり、休憩をとっていたが、立ち上がることができなくなり、救急車で病院へ搬送さ
れた。

　客先構内で集荷業務を行っていた際、全身が痙攣し動けなくなったため、救急車で病院へ搬送された。

　草刈作業中に、草を集める作業を行っていたところ、具合が悪くなり座り込んだ。その後入院となった。

　埋蔵文化財の遺構精査作業中に立ち眩みをおこして緊急搬送された。一週間後、再び熱中症の症状が現れ救急
搬送された。

　保育園敷地内の屋外プールの清掃作業中、吐き気がし、屋内にて休んでいたものの体調が回復しなかったため、
病院を受診した。

　顧客の農業用ハウス内において14時頃から被災者一人で自動カーテンのワイヤー交換作業を行っていたところ、
意識を失い倒れた。17時頃に顧客関係者に発見され、救急搬送されたが死亡したもの。

　道路上で交通誘導業務を行っていたところ、熱中症を発症した。

　派遣先の病院にて勤務中、浴室で患者の入浴介助中、患者の腕を支えようとした際、足に力が入らなくなり、座り込
んでしまった。応急処置をしたが、改善がないため、救急車で病院に搬送された。
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熱中症予防対策
セミナー

長野産業保健総合支援センターと長野労働局との共同開催事業

毎年5月から9月まで、「STOP︕熱中症クールワークキャンペーン」を実施していますが、
「熱中症」は、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分（ナトリウムなど）のバラ
ンスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどし
て発症する障害の総称で、毎年、熱中症で命を落とす人がいます。本セミナーは熱中症
から労働者の命を守る対策をご一緒に考えていきましょう。

日 時 2025年5月12日（月）13:30～16:00

会場：長野市若里市民文化ホール
長野市若里3丁目２２－２ ℡026-223-2223

●第１部 行政説明 13時30分～14時00分

 「熱中症災害の現状」
講師：長野労働局 労働基準部 健康安全課

●第２部 特別講演 14時00分～16時00分

「酷暑時代の熱中症対策」
～その実態と職場における有効な対策について～

講師：(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
化学物質情報管理研究センター

ばく露評価研究部長  齊藤宏之先生 

〇お申し込み：当センターホームページより５月7日（水）までにお申し込みください。
定員80名になりましたら、締め切らせていただきます。参加は無料です。

〇お問い合わせ：
独立行政法人労働者健康安全機構 長野産業保健総合支援センター
TEL 026-225-8533 FAX 026-225-8535
HP https://www.naganos.johas.go.jp 長野産業保健総合支援センター

https://www.naganos.johas.go.jp/
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別添５

※実物大（縦：約10.5ｃｍ、横：約5.5ｍ）

【参考】　WBGT（暑さ指数）計の例
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